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第１章 第８次医師確保計画の基本的事項 

 1 

 2 

 3 

第 1節 計画策定の趣旨 

１ 医師確保計画の策定 4 

本県の医療計画は、昭和５３年に最初の福島県保健医療計画を策定して以来、「医療法」5 

（昭和２３年法律第２０５号）の改正を契機としながら見直しを行っております。 6 

令和６（２０２４）年度からは、平成３０（２０１８）年度から令和５（２０２３）年7 

度までの「第７次福島県医療計画」に引き続き、令和１１（２０２９）年度までの期間に8 

おける「第８次福島県医療計画」が策定されています。 9 

医療計画の策定にあたっては、「東日本大震災と原子力災害からの復興」、「安全で質の10 

高い医療」、「保健・医療・福祉の連携と地域包括ケアシステムの構築」、「県民全体で守る11 

健康と医療」の４点を基本理念としています。 12 

医師確保計画は、国が示す都道府県及び二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観13 

的に評価した「医師偏在指標」と「医師確保計画策定ガイドライン（令和５年３月３１14 

日付け通知）」に基づき各都道府県が策定するものであり、医療計画の一部として、医師15 

確保の方針や確保すべき医師数及び医師を確保するための目標達成に向けた施策内容な16 

ど一連の方策を定めるものとなります。 17 

 18 

第2節 計画の位置づけ 

１ 計画の位置づけ 19 

本計画は、平成30年７月に成立した「医療法及び医師法の一部を改正する法律」によ20 

り令和２年度から医師確保計画の策定が義務付けられております。 21 

また、医療法第３０条の４第１項の規定に基づき、都道府県が定めることとされている22 

「第８次福島県医療計画」（令和６年度から令和１１年度まで）の一部として位置づけら23 

れており、別冊として、「都道府県及び二次医療圏ごとの医師の確保の方針」、「都道府24 

県及び二次医療圏ごとの確保すべき医師の数の目標（目標医師数）」、「目標医師数を達25 

成するための施策」などを定め、医師偏在指標に基づき医師偏在（地域間・診療科間）の26 

解消を目指すものです。 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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第１章 第８次医師確保計画の基本的事項 

 

第3節 計画の基本理念 

１ 計画の基本理念 1 

東日本大震災及び原子力災害からの復興を図るとともに、県民の安全・安心の確保及び2 

県民の健康維持・増進を図ることを基本理念とします。 3 

 4 

第４節 計画期間 

１ 計画期間 5 

今回策定する医師確保計画は、第８次医療計画の策定と合わせて策定するものですが、6 

計画期間は第８次医療計画の半分の令和６（２０２４）年度から令和８（２０２６）年度7 

までの３か年の計画となっています。 8 

そのため、令和６（２０２４）年度以降は、医療計画（６か年）を３年ごとに前期・後9 

期と分けて医師確保計画を策定していくこととなります。 10 

 11 

２ 第８次（前期）及び第８次（後期）のスケジュール 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

第５節 計画の評価及び見直し 

１ 計画の評価 19 

医師確保計画の評価については、計画の終了時点において、厚生労働省が算出する直近20 

の医師偏在指標等に基づき、測定・評価を行います。 21 

また、併せて、医療機関等における医師数の調査、県外からの医師の受け入れ状況、県22 

内で養成した医師の定着率などの検証を行います。 23 

 24 

２ 計画の見直し 25 

計画の測定や評価の結果については、地域医療対策協議会及び医療審議会で検討や協26 

議のうえ、次の医師確保計画の策定や見直しに反映させていきます。 27 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

医師確保
計画

　医療計画

西暦

和暦

第７次 第８次

第７次 第８次（前期） 第８次（後期）
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第２章 第７次医師確保計画の評価 

 

 

 

 

第１節 第７次医師確保計画の評価の考え方 

１ 計画の評価の位置付け 1 

厚生労働省が示す「医師確保計画策定ガイドライン」（令和５年３月３１日付け通知）2 

において、地域医療対策協議会において現行の医師確保計画の評価について協議を行い、3 

次期医師確保計画の策定に反映させるとともに、評価結果を次期医師確保計画に記載す4 

ることとなっています。 5 

そのため、第８次医師確保計画（前期）においては、第７次医師確保計画（計画期間：6 

令和２年度から令和５年度）について、計画終了時点（令和５年度）における目標医師数7 

の達成状況を評価しました。 8 

評価にあたっては、医師数の根拠となる医師・歯科医師・薬剤師統計が２年に１回の調9 

査であり、評価の時点で公表されている調査結果は令和２年までであるため、令和２年医10 

師数と評価の時点で県が概算で把握している令和４年医師数（厚生労働省により令和５11 

年１２月頃公表予定）に基づき算出した令和５年の見込医師数により評価を行いました。 12 

評価は、県全体の医師数のほか、個別に医師確保計画を策定している産科・小児科につ13 

いても同様に行いました。 14 

令和５年度の見込医師数については、修学資金貸与医師数や専攻医採用数、県外からの 15 

 医師招へい等の実績を勘案しながら算出しました。 16 

なお、評価基準は、「医師確保計画」は「医療計画」の一部であることから、「福島県医17 

療計画」のものを準用しました。 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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第２章 第７次医師確保計画の評価 

 

第２節 医師確保のための主な施策の取組状況 

１ 主な施策の取組状況 1 

 2 

表２－２－１ 医師確保のための主な施策の取組状況 3 

 4 

表２－２－１は、第７次医師確保計画の計画期間である令和２年度以降の医師確保の5 

ための主な施策の取組状況を示しています。 6 

短期的施策では、修学資金制度により県内の医療機関へ配置できる医師が令和２年の7 

３６名から令和５年は６９名と約２倍に確保することができたほか、福島県立医科大学8 

（以下「県立医大」という。）から県内の医療機関への医師派遣件数は、令和２年の１，9 

６９５件から令和５年は１，９９３件と約３００件増加するなど医療人材の確保を進め10 

ました。 11 

また、長期的施策では、県立医大の入学定員１３０名を維持し、臨床研修医の採用者数12 

も令和２年以降、毎年増やしながら令和５年度は過去最高の採用者数となったほか、「ふ13 

くしま子ども・女性医療支援センター」において、一定数の医師を維持しながら周産期医14 

療を担う医師の養成や支援を行うなど、短期的施策、長期的施策、産科・小児科いずれも15 

医師の増加に一定の成果はみられたところですが、一方で、臨床研修医や専門研修医、研16 

究資金の貸与者など十分に確保できなかったところもあります。 17 

なお、令和５年の見込医師数は、これらの医師確保のための施策の実績なども考慮しな18 

がら算出しております。 19 

 20 
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第２章 第７次医師確保計画の評価 

（参考）表２－２－２ 福島県立医科大学卒業生の臨床研修病院内訳（R2からR５） 1 

 2 
   3 

表２－２－２は参考として、第７次医師確保計画期間における県立医大医学部卒業生4 

の臨床研修病院の内訳となります。 5 

  令和５年３月卒業の例でみると、 6 

①県立医大卒業者（全体）が１２１名（A）、そのうち県内の病院（B）で臨床研修を開7 

始した医師が８１名で、卒業生全体のうち県内で臨床研修を開始した医師の割合（B）/8 

（A）は６６．９％となります。 9 

  ②緊急修学資金被貸与者は、卒業後県内の臨床研修病院で研修を開始することとして10 

いるため県内比率は１００％で、県内出身者は４８名中２２名となります。 11 

  ③は②以外の県立医大の卒業者で、７３名のうち県内の臨床研修病院で研修を開始し12 

た医師は３３名（県内出身者は１８名）で割合は４５．２％となります。 13 

全体的な傾向として、卒業生全体の６０％程度が県内の臨床研修病院で研修先を開始14 

していますが、県内の臨床研修病院で研修を行う医師の更なる確保や県内の臨床研修病15 

院で研修を開始した医師のその後の県内定着が課題となります。 16 

 17 

 18 

R2.3

卒業

うち県内

出身者

R3.3

卒業

うち県内

出身者

R4.3

卒業

うち県内

出身者

R5.3

卒業

うち県内

出身者

122 47 109 36 120 33 121 43

71 43 70 33 69 30 81 40

51 4 39 3 51 3 40 3

58.2% － 64.2% － 57.5% － 66.9% －

（内訳）

R2.3

卒業

うち県内

出身者

R3.3

卒業

うち県内

出身者

R4.3

卒業

うち県内

出身者

R5.3

卒業

うち県内

出身者

40 26 40 19 43 21 48 22

40 26 40 19 43 21 48 22

0 0 0 0 0 0 0 0

100.0% － 100.0% － 100.0% － 100.0% －

R2.3

卒業

うち県内

出身者

R3.3

卒業

うち県内

出身者

R4.3

卒業

うち県内

出身者

R5.3

卒業

うち県内

出身者

82 21 69 17 77 12 73 21

31 17 30 14 26 9 33 18

51 4 39 3 51 3 40 3

37.8% － 43.5% － 33.8% － 45.2% －

合 計(A)

県内病院(B)

県外病院

県内比率(B)/(A)

③上記以外の

福島医大卒業者

合 計(A)

県内病院(B)

県外病院

県内比率(B)/(A)

②緊急修学資金

被貸与者

①福島医大卒業者

（全体）

合 計(A)

県内病院(B)

県外病院

県内比率(B)/(A)
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第２章 第７次医師確保計画の評価 

 

第３節 第７次医師確保計画の達成状況 

１ 目標医師数の達成状況 1 

   2 

表２－３－１ 目標医師数の達成状況 3 

（単位：人） 4 

 5 

 ※目標医師数とは、第７次医師確保計画策定時点で目標とした令和５年の医師数です 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

表２－３－１は、福島県全体の目標医師数の達成状況です。 12 

 13 

評価は「福島県医療計画」の評価基準を準用し、基準値を上回り目標を達成した場合は14 

Ａ評価、基準値から改善した場合はＢ評価、基準値の維持または後退した場合はＣ評価と15 

しています。 16 

なお、基準値現行の医師確保計画の開始時点の令和2年の数値をとしています。 17 

 18 

【県全体の医師数】 19 

表２－２－１で記載しました様々な医師確保事業などや人口流入などにより県内の医20 

師数は着実に増加傾向にあり、令和５年度の県全体の医師数は４，０５３人と、目標医師21 

数の４，１０８人に対して９９％程度の達成と見込んでおります。 22 

基準値からの改善は見込まれますが目標医師数には達しないと想定し、Ｂ評価として23 

おります。 24 

県全体の医師数医師は着実に増加しておりますが、医師不足の解消には至っていない25 

ため、引き続き各施策の見直しや更なる強化を図り医師を確保する必要があります。 26 

 27 

＜評価基準＞ 

Ａ：目標達成（R5 見込数（B）がR５目標数（C）を上回っている場合） 

Ｂ：目標未達成（R5 見込数（B）がR５目標数（C）未満だがR2（A）を上回っている場合） 

Ｃ：目標未達成（R5 見込数（B）がR５目標数（C）未満かつR2（A）以下の場合） 
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第２章 第７次医師確保計画の評価 

【各二次医療圏の医師数】 1 

  二次医療圏別評価は次のとおりです。 2 

○ 県北医療圏： 3 

目標医師数を達成する見込みでＡ評価としていますが、他医療圏への診療支援を4 

担っている県立医大や県立医大以外の医療機関の医師を確保するため、引き続き各5 

施策の見直しや更なる強化を図り医師を確保する必要があります。 6 

○ 県中、県南、会津・南会津、相双、いわき医療圏： 7 

目標医師数に対して概ね９５～９８％の達成を見込み B 評価としておりますが、8 

目標数には達しないと想定されるため、引き続き各施策の見直しや更なる強化を図9 

り医師を確保する必要があります。 10 

特に、相双医療圏については、今後の住民の帰還を見込みながら、他の医療圏から11 

の診療応援なども含めた医師を確保する必要があります。 12 

 13 

２ 産科における目標医師数の達成状況 14 

表２－３－２ 目標医師数の達成状況 15 

（単位：人） 16 

 17 

※目標医師数とは、第７次医師確保計画策定時点で目標とした令和５年の医師数です 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

【県全体の医師数】 25 

こちらは、産科における目標医師数の達成状況です。 26 

産科については子ども・女性医療支援センターとの連携など独自の事業を実施するこ27 

とで、令和５年の県全体の産科医師数は１４４人と、目標医師数に対して９７％の達成を28 

＜評価基準＞ 

Ａ：目標達成（R5 見込数（B）がR５目標数（C）を上回っている場合） 

Ｂ：目標未達成（R5 見込数（B）がR５目標数（C）未満だがR2（A）を上回っている場合） 

Ｃ：目標未達成（R5 見込数（B）がR５目標数（C）未満かつR2（A）以下の場合） 
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第２章 第７次医師確保計画の評価 

 

見込んでおりますが、目標医師数には達しないと想定しＢ評価としております。 1 

産科の医師不足の解消には至っていないため、引き続き各施策の見直しや更なる強化2 

を図り医師を確保する必要があります。 3 

 4 

【各二次医療圏の医師数】 5 

二次医療圏の評価は次のとおりです。 6 

○ 県北医療圏： 7 

目標医師数に対して９８％の達成を見込み B 評価としておりますが、目標医師数8 

には達しない見込みのため、引き続き、各施策の見直しや更なる強化を図り医師を確9 

保する必要があります。 10 

○ 県中、会津・南会津、相双医療圏： 11 

目標医師数を達成する見込みとして A 評価としておりますが、本県は医師少数県12 

であることから、引き続き、各施策の見直しや更なる強化を図り医師を確保する必要13 

があります。 14 

○ 県南、いわき医療圏： 15 

令和２年の医師数の維持にとどまると見込まれることから C 評価としており、引16 

き続き、各施策の見直しや更なる強化を図り医師を確保する必要があります。 17 

 18 

３ 小児科における目標医師数の達成状況 19 

表２－３－３ 目標医師数の達成状況 20 

（単位：人） 21 

 22 

※目標医師数とは、第７次医師確保計画策定時点で目標とした令和５年の医師数です 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

＜評価基準＞ 

Ａ：目標達成（R5 見込数（B）がR５目標数（C）を上回っている場合） 

Ｂ：目標未達成（R5 見込数（B）がR５目標数（C）未満だがR2（A）を上回っている場合） 

Ｃ：目標未達成（R5 見込数（B）がR５目標数（C）未満かつR2（A）以下の場合） 
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第２章 第７次医師確保計画の評価 

【県全体の医師数】 1 

こちらは、小児科における目標医師数の達成状況です。 2 

小児科についても産科と同様に独自の事業を実施することで、令和５年の県全体の小3 

児科医師数は２２８人と目標医師数に対して９５％の達成を見込んでおりますが、目標4 

医師数には達しないと想定しＢ評価としております。 5 

小児科の医師不足の解消には至っていないため、引き続き各施策の見直しや更なる強6 

化を図り医師を確保する必要があります。 7 

 8 

【各二次医療圏の医師数】 9 

二次医療圏の評価は次のとおりです。 10 

○ 県北医療圏： 11 

目標医師数を達成する見込みとして A 評価としておりますが、県立医大が他医療12 

圏への診療支援も担っていることから、引き続き、各施策の見直しや更なる強化を図13 

り医師を確保する必要があります。 14 

○ 県中、会津・南会津医療圏： 15 

目標医師数に対して７８％～９２％の達成を見込み B 評価としておりますが、目16 

標医師数には達しないと見込まれるため、引き続き、各施策の見直しや更なる強化を17 

図り医師を確保する必要があります。 18 

○ 県南、相双、いわき医療圏： 19 

令和２年の医師数の維持にとどまると見込まれることから C 評価としており、引20 

き続き、各施策の見直しや更なる強化を図り医師を確保する必要があります。 21 

 22 

２ 医師確保の方針について 23 

第７次医師確保計画の４年間（令和２年度から令和５年度）において、修学資金制度を24 

活用した医師の養成や県立医大から県内の医療機関への医師派遣件数の拡充による地域25 

医療支援の強化のほか、県立医大の臨時定員を含む入学定員の維持、臨床研修医の増加に26 

向けた取り組みなどにより、県全体の医師数は着実に増加しています。 27 

一方で、目標医師数の確保には至らない要因を一概に把握することは難しいですが、県28 

の施策の取組状況に限った場合、表２－２－１や表２－２－２などから臨床研修医や専29 

門研修医が十分な確保に至らなかったことや県立医大医学部卒業生の一定の割合の方に30 

県内の医療機関での研修を選択してもらえなかったことなどが考えられます。 31 

このような課題を踏まえながら、既存の医師確保対策事業の見直しとともに更なる新32 

たな施策を検討し医師の養成・確保・定着に取り組むこととします。 33 

 34 
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第３章 本県の現状と課題 

 1 

 2 

 3 

第 1節 本県の医師数 

１ 本県の医師の現状 4 

表３－１－１ 医療施設従事医師数の推移 5 

            （単位：人） 6 

 7 
資料：H30、R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 8 

H22～H28医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 9 
※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 10 

図表３－１－２ 医療施設従事医師数の推移グラフ 11 

（単位：人） 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
資料：H30、R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 25 

H22～H28医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 26 
※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 27 

H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4 R2-H22

3,760 3,705 3,506 3,653 3,720 3,819 3,892 187

183.2 182.6 178.7 188.8 195.7 204.9 212.3 29.7

212.9 219.0 226.5 233.6 240.1 246.7 256.7 37.7

県 北 1,217 1,228 1,190 1,268 1,295 1,331 1,363 135

県 中 1044 1,017 977 988 1,020 1,048 1,066 49

県 南 215 199 194 194 199 204 219 20

会津・南会津 479 476 466 489 485 505 498 22

相 双 230 236 144 153 160 158 171 ▲ 65

い わ き 575 549 535 561 561 573 575 26

医療圏

福 島 県

福島県（対10万人）

全国（対10万人）

二
次
医
療
圏

令
和
６
年
２
月
上
旬
公
表
予
定

第３章 本県の現状と課題 
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第３章 本県の現状と課題 

図表３－１－３ 都道府県別医療施設従事者数（人口１０万人あたり） 1 

（単位：人） 2 

 3 
資料：H30、R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 4 

H22～H28医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 5 
※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 6 

 7 

図表３－１－４ 二次医療圏別医療施設従事医師数（人口１０万人あたり） 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

    資料：H30、R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 20 
※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 21 
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第３章 本県の現状と課題 

表３－１－１、図表３－１－２は、平成２０年度以降の本県の医師の推移を表とグラ1 

フで表したものです。２年毎に厚生労働省で調査を行っている医師・歯科医師・薬剤師2 

統計の結果を基にしております。令和２年までの医師数が公表されており、令和４年の3 

調査による医師数は、現在、厚生労働省でとりまとめを行っており、令和６年２月上旬4 

頃に公表される予定です。 5 

  本県の医師数は、東日本大震災以前から深刻な状況にあり、震災後さらに減少しまし6 

たが、その後、県、各自治体、関係医療機関、各医療施設などが、医師確保のために7 

様々な施策を実施したことなどにより医師数は徐々に増加し、平成２８年には東日本大8 

震災以前の水準まで回復し、その後も増加しています。 9 

本県の医師数の推移でみると、令和２（２０２０）年の本県の医療施設従事医師数は10 

３，８92人となっており、東日本大震災後の平成２４（２０１２）年の医師数３，５11 

０６人と比較すると、３８６人増加しています。 12 

また、人口１０万人あたりの医師数でみても、平成２４年から令和２年までに３３．13 

６人増加しています。 14 

一方で、全国平均と比較すると、令和２年の人口１０万人あたりの医師数は２56．７15 

人となっており、全国平均より４4．4人少なくなっています。 16 

また、平成２４年から令和２年までの人口１０万人あたりの医師数の推移を全国平均17 

と比較すると、本県は３３．６人の増加、全国平均は３０．２人の増加と、全国平均を18 

上回っています（１０万人あたり３．４人）が、図表３－１－３のとおり、本県の令和19 

２年の都道府県別の人口１０万人あたりの医師数は、全国で４２位と全国平均（２５20 

６．７人）を大きく下回っていることから、引き続き、県全域において医師の確保に向21 

けた取組を進めていく必要があります。 22 

 23 

  図表３－１－４は、人口１０万人あたりの二次医療圏別医療施設従事医師数の平成３24 

０年から令和２年の推移となっています。 25 

二次医療圏については、県北、県中、県南、会津・南会津、いわきの各医療圏におい26 

て、平成３０年から令和２年にかけて医師数は増加傾向にあり、県北医療圏（＋１４．27 

９人）と県南医療圏（＋１２．２人）では全国平均（＋１０．０人）を上回る増加とな28 

っています。 29 

一方で、県北と県中医療圏以外の医療圏は医師少数区域となっており、全国的に医師30 

が少ない状況となっていること、特に、相双医療圏については、未だ東日本大震災以前31 

の水準まで回復していないことから今後の住民の帰還やそれを踏まえた新たな医療提供32 

体制の構築等を見据える必要があるなど、引き続き、医師確保に向けた取組を進めてい33 

く必要があります。 34 

  35 

 36 
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第３章 本県の現状と課題 

図表３－１－５ 病院・診療所別従事医師（常勤医）の推移 1 

（単位：人） 2 

 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 

 25 
資料：H30、R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 26 

H22～H28医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 27 
※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 28 

表３－１－６ 令和２年の本県の病院・診療所別従事医師（常勤医）の従事先内訳 29 

（上段 実人数、下段 10万人あたりの人数） 30 

（単位：人） 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

資料：R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 44 
※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 45 

病院の医師数
（医育機関附属病院除く）

病院の医師数
（医育機関附属病院）

診療所の
医師数

3,892 1,940 634 1,318

212.3 105.8 34.6 71.9

1,363 423 561 379

292.6 90.8 120.4 81.3

1,066 682 0 384

205.2 131.3 0.0 73.9

219 126 0 93

157.8 90.8 0.0 67.0

498 283 72 143

194.2 110.4 28.1 55.8

171 99 0 72

143.0 82.8 0.0 60.2

575 327 1 247

172.7 98.2 0.3 74.2

医療圏
医療施設

従事医師数

福 島 県

二

次

医

療

圏

県 北

県 中

県 南

会 津 ・
南 会 津

相 双

い わ き
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第３章 本県の現状と課題 

図表３－１－５は、平成２２（２０１０）年から令和２（２０２２）年までの病院・1 

診療所別従事医師（常勤医）の推移のグラフとなります。 2 

表３－１－６は、令和２（２０２２）年の本県の病院・診療所別従事医師（常勤医）3 

の従事先内訳となります。 4 

図表３－１－５のとおり、これまでの推移をみると、病院の勤務医数は東日本大震災5 

後に大きく減少し、その後は着実に増加傾向にありますが、全国平均の10万人あたり6 

の医師数と比較すると本県の医師数は依然として少なく、全国と大きな差があります。 7 

また、医育機関の勤務医数は東日本大震災以降大きく増加していますが、診療所の医8 

師数は緩やかに減少しており、東日本大震災前の水準までには回復していない状況で9 

す。 10 

従事先の内訳としては、県内各医療圏の医療機関に医療支援を行っており、本県の医11 

育機関の中心である県立医大や会津医療センターに多くの医師が従事しています。 12 

 13 

図表３－１－７ 医療施設従事医師数の年齢構成 14 

（単位：人） 15 

 16 
資料：H30、R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 17 

H22～H28医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 18 
※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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第３章 本県の現状と課題 

図表３－１－８ 医療施設従事医師の平均年齢の推移 1 

（単位：人） 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

  11 

 12 

資料： 13 
H30、R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 14 

H22～H28医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 15 
※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 16 

 17 

 18 

図表３－１－９ 医療施設従事医師の年齢構成（全国と本県の比較） 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

資料：R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 35 

 36 

 37 

 38 
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第３章 本県の現状と課題 

図表３－１－１０ 都道府県別医療施設従事者の年齢構成 1 

（単位：歳） 2 

 3 

資料：R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 4 

図表３－１－７は、平成２２（２０１０）年から令和２（２０２２）年までの医療施5 

設従事医師数の年齢構成のグラフとなります。 6 

  本県の医師の全体的な年齢構成の特徴として、４０歳代は、令和２年（５８１人）は7 

平成２２年（９１０人）の６５％程度と大きく減少している一方で、６０歳代は、令和8 

２年（８６１人）は平成２２年（５４８人）の１５０％超と大きく増加しているなど、 9 

５０歳代から７０歳代が多数を占めており、３０歳代、４０歳代が少ない傾向にありま10 

す。 11 

本県全体で医師の高齢化が進んでいますが、その中で、２０歳代は、修学資金制度を12 

活用している医師が一定数増えてきていることなどから、令和２年（４０８人）は平成13 

２２年（２６８人）の１５０％程度と大きく増加しており、今後は、若手医師のキャリ14 

ア形成支援と地域医療の支援の両立などとともに、県内への定着を促すことで医師の年15 

齢構成の改善を図る必要があります。 16 

図表３－１－８は、平成２２（２０１０）年から令和２（２０２２）年までの医療施17 

設従事医師の平均年齢の推移のグラフとなります。病院勤務医は近年若手医師の増加に18 

より横ばいとなっていますが、診療所勤務の医師は年々高齢化が進んでいます。 19 

  また、図表３－１－９は、医療施設従事医師の年齢構成の全国と本県の比較、図表３20 

－１－１０は、都道府県別医療施設従事者の年齢構成となります。 21 
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第３章 本県の現状と課題 

全国と比較しても、前述のとおり、３０歳代、４０歳代の割合は全国平均より低く、1 

５０歳代以上は全国平均より高い状況となっている一方で、３０歳代未満は、全国平均2 

と比較して若干上回っておりますが、全体的な年齢構成でみると、本県は全国４３位3 

（５２．６歳）と医師の高齢化が進んでいます。 4 

そのような状況の中で、本県では、病院勤務医を確保していくことが、医師全体の高5 

齢化を抑える傾向にあることから、臨床研修医や専門研修医など若手医師の確保や指導6 

医などを県外から招へいすることによる研修環境の充実などの取り組みを行っています7 

が、まだ全国平均との乖離が大きいため、引き続き、病院の勤務医の確保に努めるとと8 

もに県全体で若手医師を含めた医師の確保を図る必要があります。 9 

 10 

図表３－１－１１ 本県の医療施設従事常勤医師の性別構成 11 

（単位：人）12 

 13 

資料：H30、R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 14 
H22～H28医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 15 

※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 16 

 17 

図表３－１－１１は、平成２２（２０１０）年から令和２（２０２２）年までの医療18 

施設従事している常勤医師の男女別構成の推移のグラフとなります。 19 

3,705 

3,506 
3,653 

3,720 
3,819 

3,892 
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第３章 本県の現状と課題 

  女性の医師数や割合は年々増加傾向にあり、女性医師も働きやすい職場づくりや勤務1 

環境の改善などを図る医療機関への支援が必要となります。 2 

 3 

図表３－１－１２ 令和２年の１０万人あたりの診療科別の医療施設従事常勤医師数 4 

（単位：人） 5 

資料：R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 6 
※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 7 

 8 

図表３－１－１３ 令和２年の１０万人あたりの診療科別の医療施設従事常勤医師の 9 

全国平均との割合 10 

（単位：人） 11 

資料：R2医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 12 
※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 13 

 14 

図表３－１－１２は、令和２年の１０万人あたりの全国平均と本県の診療科別の医療15 

施設従事常勤医師数のグラフ、図表３－１－１３は、令和２年の１０万人あたりの診療16 

科別の医療施設従事常勤医師の全国平均との割合のグラフとなります。 17 



 

19 

 

第３章 本県の現状と課題 

  各診療科の人口１０万人あたりの医師数について全国平均と本県を比較すると、全て1 

の診療科で全国平均を下回っています。 2 

本県は、全国的にも医師少数県であることに加え、全ての診療科が全国平均を下回っ3 

ていることから、引き続き、全ての診療科において医師の確保を目指す必要がありま4 

す。修学資金被貸与医師や自治医大卒医師は、一定期間県内で従事する医師を確保する5 

ための大きな役割を担っていることもあり、これらの医師が標榜する診療科については6 

これまでと同様に全診療科を対象とすることで、全ての診療科において医師の確保を目7 

指す必要があります。 8 

また、厚生労働省が示す「医師確保計画策定ガイドライン」に基づき、個別に医師確9 

保計画を作成する産科医（分娩取扱医）や小児科医以外では、救急医療提供体制の確保10 

のための救急科医、麻酔科医や医療資源の限られた地域などにおいて特に求められてい11 

る総合診療科医などを特に確保する必要があると位置づけており、「第６章 医師確保12 

のための施策」の中で、各取り組みを示しております。 13 

なお、前述の診療科以外の内科系・外科系・整形外科などについても、今後の診療科14 

の偏在の動向等に留意しながら、必要な取り組みを行い医師の確保を図る必要がありま15 

す。 16 

 17 

（参考） 18 

図表３－１－１４ 福島県の将来人口推計 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

資料：日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 33 

 34 

 35 

 36 
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第３章 本県の現状と課題 

図表３－１－１５ 福島県推計人口の年齢区分別人口割合 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

資料：日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 14 

 15 

図表３－１－１６ 本県の将来人口と医療需要 16 

○将来人口          （単位：人） ○医療需要 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

資料：医師偏在指標に係るデータ集（R2厚生労働省提供データ） 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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第４章 医師偏在指標及び区域の設定

及び区域の設定 

 1 

 2 

 3 

第 1節 医師偏在指標 

１ 医師偏在指標について 4 

 5 

平成３０年７月に成立した「医療法及び医師法の一部を改正する法律案」（以下「改6 

正法」という）に基づき、厚生労働省は全国ベースで都道府県ごと及び二次医療圏ごと7 

の医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価した指標「医師偏在指標」を算定し、都道8 

府県においては、令和元（２０１９）年度中に「医療計画」の中に新たに「医師確保計9 

画」として都道府県間及び二次医療圏間の偏在是正による医師確保対策等を定め、令和10 

２（２０２０）年度から医師確保計画に基づく取り組みを行っております。 11 

 12 

  第８次（前期）医師確保計画における医師偏在指標の算出にあたっては、令和２（２13 

０２０）年を現在時点、令和１８（２０３６）年を将来時点と定め指標を算出していま14 

す。現在時点の医師偏在指標は、令和２（２０２０）年の医師数（厚生労働省が２年ご15 

とに作成する「医師・歯科医師・薬剤師統計」における医師数）を基に算定されていま16 

す。 17 

また、医師確保計画は３年ごとに実施・達成を積み重ね、その結果、令和１８（２０18 

３６）年までに医師偏在是正を達成することを長期的な目標としています。 19 

なお、医師偏在指標は、人口１０万人対医師数よりも医師の偏在の状況をより適切に20 

反映するものでありますが、一定の仮定や入手できるデータの限界などにより、必ずし21 

も全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めているものではないため、医師の絶22 

対的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すものであ23 

り、数値を絶対的な基準として取り扱うことや機械的な運用を行うことのないように十24 

分に留意する必要があります。 25 

 26 

（１）現在時点 27 

現在時点の医師偏在指標の算出にあたって次の５つの要素を考慮しています。 28 

○ 医療需要（ニーズ）及び人口・人口構成とその変化 29 

→ 人口構成（年齢・性別・人口数）に基づく受療状況を医療需要に反映します 30 

○ 患者の流出入等 31 

→ 外来及び入院の地域外における受療状況を医療需要に反映します 32 

○ へき地等の地理的条件 33 

→ へき地等の地理的条件を医療需要に反映します 34 

○ 医師の性別・年齢分布 35 

第４章 医師偏在指標及び区域の設定 



 

22 

 

第４章 医師偏在指標及び区域の設定 

→ 医師の性別・年齢に基づいた医師の勤務時間の違いを医療供給に反映します 1 

○ 医師偏在の種別（区域、診療科、入院/外来） 2 

→ 医師届出票に記載されている主たる従事先と従たる従事先が所在する二次医3 

療圏が異なる場合は、主たる従事先では０．８人、従たる従事先では０．２人4 

として算定します 5 

 6 

（２）将来時点 7 

厚生労働省において、「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会 第５8 

次中間取りまとめ」における、将来の医師需給推計に基づき算出する将来時点の必要9 

医師数の具体的な算出方法は次のとおりです。 10 

なお、将来時点の必要医師数は、第５章で示します。 11 

○ マクロ需給推計に基づき、将来時点（２０３６年）において、全国の医師数が全12 

国の医師需要に一致する場合の医師偏在指標の値（全国値）を算出し、厚生労働省13 

において、医療圏ごとに医師偏在指標がこの全国値と等しい値になる医師数を算出14 

しました 15 

○ 将来時点の医師供給数を推計するに当たっては、各医療圏の性・医籍登録後年数16 

別の就業者の増減が、将来も継続するものとして推計するものとし、都道府県別の17 

供給推計が、マクロの供給推計と整合するよう必要な調整を行うこととします 18 

○ 都道府県別の就業者の増減は、医師の流出入の変化により大きな影響を受けると19 

考えられ、不確実性が存在することから、複数回の調査の実績を用いて幅を持った20 

推計を行うこととします 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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第４章 医師偏在指標及び区域の設定

及び区域の設定 

第２節 医療圏における区域の設定 

１ 二次医療圏の設定 1 

都道府県及び二次医療圏ごとの医師偏在指標に基づき、医師の偏在状況別に医師の多2 

寡を区分するため区域を設定します。 3 

二次医療圏の設定の考え方は、第８次福島県医療計画第３章の「医療圏の設定」のと4 

おりとします。 5 

 6 

２ 都道府県の区域設定の考え方 7 

都道府県については、医師偏在指標の順位が全国の上位33.3%（1位～16位）に属8 

する都道府県を「医師多数都道府県」、全国の下位33.3%（3２位～47位）に属する9 

都道府県を「医師少数都道府県」、それ以外（17位～31位）の都道府県を「医師少数10 

でも多数でもない都道府県」とします。 11 

 12 

３ 二次医療圏の区域設定の考え方 13 

二次医療圏については、医師偏在指標の順位が全国の上位33.3%（1位～112位）14 

に属する二次医療圏を「医師多数区域」、全国の下位33.3%（２２４位～335位）に15 

属する二次医療圏を「医師少数区域」、それ以外（113位～223位）の二次医療圏を16 

「医師少数でも多数でもない区域」とします。 17 

 18 

４ その他の区域の設定（医師少数スポット） 19 

  「医師多数区域」及び「医師多数でも少数でもない区域」の医師偏在対策の実施に当20 

たっては、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」として定め、医師少数区21 

域と同様に取り扱うことができます。 22 

  しかし、本県においては、県全体が「医師少数県」であり、県域全体で医師確保対策23 

が必要となることから、支援する地域が限定される「医師少数スポット」の設定は行わ24 

ないこととします。 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 



 

24 

 

第４章 医師偏在指標及び区域の設定 

第３節 本県の医師偏在指標及び区域の設定 

１ 現在時点（令和２（２０２０）年）の本県の医師偏在指標及び区分 1 

 2 

表４－３－１ 現在時点の本県及び二次医療圏の医師偏在指標 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

資料：医師偏在指標（厚生労働省） 17 

 18 

表４－３－１は現在時点（令和２（２０２０）年）の医師数に基づく本県の医師偏在19 

指標及び区分です。 20 

県全体の医師偏在指標は全国４２位で前回の４３位より上昇しましたが、医師少数県21 

であることに変わりがないため、引き続き、医師の確保に取り組んでいく必要がありま22 

す。 23 

  二次医療圏別では、県北医療圏は「医師多数区域」、県中医療圏は「医師少数でも多24 

数でもない区域」から変更はありません。 25 

相双医療圏については、住民の帰還が進んだことにより患者数が増加しましたが、医26 

師の確保が十分になされていないことから、前回の「医師少数でも多数でもない区域」27 

から「医師少数区域」に変更となっております。 28 

そのほかの県南、会津・南会津、いわきの二次医療圏は前回から区分の変更はなく、29 

「医師少数区域」となっており、引き続き、医師の確保に取り組んでいく必要がありま30 

す。 31 

なお、次の図表４－３－２は、現在時点での都道府県と二次医療圏の医師偏在指標を32 

示しています。 33 

医師偏在
指標

順位 区分

255.7 － －

197.0 42/47位 医師少数県

県 北 266.1 62/335位 医師多数区域

県 中 188.3 196/335位
医師少数でも

多数でもない区域

県 南 162.7 263/335位 医師少数区域

会 津 ・ 南 会津 168.9 245/335位 医師少数区域

相 双 155.5 281/335位 医師少数区域

い わ き 159.2 271/335位 医師少数区域

医療圏

（ 参 考 ） 全 国 値

福 島 県

二

次

医

療

圏
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第４章 医師偏在指標及び区域の設定

及び区域の設定 

図表４－３－２ 都道府県と二次医療圏の医師偏在指標（現在時点） 1 

資料：「医師偏在指標」（令和５年厚生労働省提供データ） 2 

※令和２年のいわき医療圏についてはいわき市の調整後の数値 3 

ー 00全国 255.7 ー ー 00全国 255.7

1 13 東京都 353.9 1 13 東京都 1301区中央部 789.8

2 26 京都府 326.7 2 13 東京都 1304区西部 569.1

3 40 福岡県 313.3 3 13 東京都 1303区西南部 413.7

4 33 岡山県 299.6 ・ ・ ・ ・

5 47 沖縄県 292.1 ・ ・ ・ ・

6 36 徳島県 289.3 ・ ・ ・ ・

7 27 大阪府 288.6 ・ ・ ・ ・

8 42 長崎県 284.0 ・ ・ ・ ・

9 17 石川県 279.8 ・ ・ ・ ・

10 30 和歌山県 274.9 62 07 福島県 0701県北 266.1

11 41 佐賀県 272.3 ・ ・ ・ ・

12 43 熊本県 271.0 ・ ・ ・ ・

13 31 鳥取県 270.4 ・ ・ ・ ・

14 29 奈良県 268.9 ・ ・ ・ ・

15 39 高知県 268.2 ・ ・ ・ ・

16 37 香川県 266.9 112 25 滋賀県 2506湖北 217.6

17 28 兵庫県 266.5 113 30 和歌山県 3003橋本 217.2

18 32 島根県 265.1 ・ ・ ・ ・

19 25 滋賀県 260.4 ・ ・ ・ ・

20 44 大分県 259.7 ・ ・ ・ ・

21 46 鹿児島県 254.8 ・ ・ ・ ・

22 34 広島県 254.2 ・ ・ ・ ・

23 14 神奈川県 247.5 ・ ・ ・ ・

24 04 宮城県 247.3 ・ ・ ・ ・

25 18 福井県 246.8 ・ ・ ・ ・

26 38 愛媛県 246.4 ・ ・ ・ ・

27 19 山梨県 240.8 196 07 福島県 0702県中 188.3

28 23 愛知県 240.2 ・ ・ ・ ・

29 16 富山県 238.8 ・ ・ ・ ・

30 01 北海道 233.8 ・ ・ ・ ・

31 09 栃木県 230.5 223 19 山梨県 1902峡東 179.7

32 35 山口県 228.0 224 09 栃木県 0906両毛 179.3

33 45 宮崎県 227.0 ・ ・ ・ ・

34 24 三重県 225.6 ・ ・ ・ ・

35 21 岐阜県 221.5 245 07 福島県 0708会津・南会津 168.9

36 20 長野県 219.9 ・ ・ ・ ・

37 10 群馬県 219.7 263 07 福島県 0703県南 162.7

38 12 千葉県 213.0 ・ ・ ・ ・

39 22 静岡県 211.8 271 07 福島県 0707いわき 159.2

40 06 山形県 200.2 ・ ・ ・ ・

41 05 秋田県 199.4 281 07 福島県 0706相双 155.5

42 07 福島県 197.0 ・ ・ ・ ・

43 11 埼玉県 196.8 ・ ・ ・ ・

44 08 茨城県 193.6 ・ ・ ・ ・

45 15 新潟県 184.7 ・ ・ ・ ・

46 02 青森県 184.3 ・ ・ ・ ・

47 03 岩手県 182.5 335 03 岩手県 0306釜石 107.8

都道府県の医師偏在指標 二次医療圏の医師偏在指標

区域の別 区域の別

医

師

多

数

区

域

医

師

多

数

で

も

少

数

で

も

な

い

区

域

医

師

少

数

区

域

No.No.

医

師

少

数

都

道

府

県

都道府県名 二次医療圏名

医師偏在指標

（入院患者流出入及び昼

間人口を考慮）

都道府県名

医師偏在指標

（入院患者流出入及び

昼間人口を考慮）

医

師

多

数

都

道

府

県

医

師

多

数

で

も

少

数

で

も

な

い

都

道

府

県
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第４章 医師偏在指標及び区域の設定 

２ 将来時点（令和１８（２０３６）年）における本県の医師偏在指標及び区分 1 

 2 

図表４－３－３ 将来時点の本県及び二次医療圏の医師偏在指標 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

出典：将来の医師偏在指標（2036 年）に係るデータ集（厚生労働省） 18 

 19 

図表４－３－３は、現在の施策の見直しや強化、新たな施策の展開などの医師確保対20 

策を講じなかった場合において、厚生労働省が示した将来時点（令和１８（２０３６）21 

年の医師数に基づく本県の医師偏在指標及び区分となります。 22 

本県は、全国で唯一医療圏ごとの将来の人口推計がないため、暫定的に各地域が同じ23 

人口増減率で推計されていることや不確定要素が多いことから今後の改訂等を注視して24 

いく必要がありますが、将来推計においても医師少数県と区分されており、将来に向け25 

ても医師確保の取り組みが必要となっています。 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

医師偏在指標
（上位推計）

順位 区分

351.4 － －

278.8 44/47位 医師少数県

県 北 377.0 56/335位 医師多数区域

県 中 275.9 199/335位
医師少数でも

多数でもない区域

県 南 232.3 279/335位 医師少数区域

会 津 ・ 南 会津 222.6 301/335位 医師少数区域

相 双 214.7 307/335位 医師少数区域

い わ き 230.9 284/335位 医師少数区域

医療圏

（ 参 考 ） 全 国 値

福 島 県

二

次

医

療

圏
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第４章 医師偏在指標及び区域の設定

及び区域の設定 

（参考）医師偏在指標の算出式   1 

   2 

（１）医師全般（現在時点） 3 

医師偏在指標＝
標準化医師数（※１）

地域の人口

１０万
×地域の標準化受療率比（※２）

 4 

 5 

（※１）標準化医師数＝∑性年齢階級別医師数×
性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間
 6 

 7 

（※２）地域の標準化受療率比＝
地域の期待受療率（※３）

全国の期待受療率
 8 

 9 

 （※３）地域の期待受療率＝10 

∑（全国の性年齢階級別調整受療率（※４）×地域の性年齢階級別人口）

地域の人口
 11 

 12 

（※４）全国の性年齢階級別調整受療率 13 

       ＝無床診療所医療医師需要度（※５）×全国の無床診療所受療率 14 

       ＋全国の入院受療率 15 

 16 

（※５）無床診療所医療医師需要度＝

マクロ需給推計における外来医師需要

全国の無床診療所外来患者数（※６）

マクロ需給推計における入院医師需要

全国の入院患者数

 17 

 18 

（※６）全国の無床診療所外来患者数＝全国の外来患者数19 

×
初診・再診・在宅医療算定回数［無床診療所］

初診・再診・在宅医療算定回数［有床診療所・無床診療所］
 20 

 21 

○ （※４）全国の性年齢階級別調整受療率は、患者の住所地の医療圏内（以下、患者住22 

所地という）ですべての患者が診療を受ける計算式となっているため、患者住所地外で23 

診療を受ける人数（以下、流出入数という）を勘案し計算式を修正します。 24 

 25 

 性年齢階級別調整受療率（流出入反映後） 26 

       ＝無床診療所医療医師需要度×全国の無床診療所受療率 27 
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第４章 医師偏在指標及び区域の設定 

       ×無床診療所患者流出入調整係数（※７） 1 

       ＋全国の入院受療率×入院患者流出入調整係数（※８） 2 

 3 

（※７）無床診療所患者流出入調整係数＝4 

無床診療所患者数（患者住所地）＋無床診療所患者流入数−無床診療所患者流出数

無床診療所患者数（患者住所地）
 5 

 6 

（※８）入院患者流出入調整係数＝7 

入院患者数（患者住所地）＋入院患者流入数−入院患者流出数

入院患者数（患者住所地）
 8 

 9 

（２）将来時点 10 

将来の医師偏在指標（上位・下位）（２０３６年）＝11 

マクロ医師供給推計（上位・下位）（２０３６年）

推計人口(２０３６年)(１０万人) ×地域の標準化受療率比（２０３６年）（※１）
 12 

 13 

地域の標準化受療率比(※１)(２０３６年)＝
地域の期待受療率（※２）

全国の期待受療率（２０３６年）
 14 

 15 

地域の期待受療率（※２）＝16 

∑地域の性・年齢階級別調整受療率(※３) ×地域の性・年齢階級別推計人口（２０３６年）

地域の推計人口（２０３６年）（１０万人）
 17 

 18 

地域の性・年齢階級別調整受療率（※３）（流出入調整係数反映）＝ 19 

（全国の性・年齢階級別入院受療率×地域の入院患者流出入調整係数）＋ 20 

（無床診療所医療医師需要度×全国の性・年齢階級別無床診療所受療率×地域の無床診療21 

所患者流出入調整係数） 22 



 

29 

 

第５章 医師確保の方針 

 1 

 2 

 3 

第 1節 県全体及び二次医療圏の医師確保の方針 

１ 医師確保計画策定ガイドラインによる方針の考え方 4 

医師偏在指標の値を用いて、医師多数都道府県、医師多数区域、医師少数都道府県、5 

医師少数区域などを設定し、全ての都道府県、二次医療圏について目標医師数を定め、6 

都道府県及び二次医療圏ごとの医師偏在を解消するため、それぞれの区域の医師の多寡7 

の状況に基づき、医師の確保の方針を定めます。 8 

 9 

（１）都道府県における方針の考え方 10 

医師少数都道府県については、医師の増加を医師確保の方針の基本とします。 11 

また、医師少数都道府県は医師多数都道府県から医師の確保ができることとします。 12 

 13 

（２）二次医療圏における方針の考え方 14 

医師少数区域については、医師の増加を医師確保の方針の基本とします。 15 

また、医師少数区域以外の二次医療圏から医師の確保ができることとします。 16 

   医師少数でも多数でもない区域は、必要に応じて、医師多数区域の水準に至るまでは、17 

医師多数区域からの医師の確保を行えることとします。 18 

医師多数区域は、他の二次医療圏からの医師の確保は原則として行わないこととし、19 

医師少数区域への医師の派遣を行うことが求められます。 20 

 21 

表５－１－１ 国による確保方針の考え方 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

区分
（現在時点）

区分
（将来時点）

（※）

短期的
確保施策

長期的
確保施策

医師少数県 医師少数県 ○ ○

県 北 医師多数区域 医師多数区域

県 中
医師多数でも少数
でもない区域

医師多数でも少数
でもない区域

○ ○

県 南 医師少数区域 医師少数区域 ○ ○

会 津 ・
南 会 津

医師少数区域 医師少数区域 ○ ○

相 双 医師少数区域 医師少数区域 ○ ○

い わ き 医師少数区域 医師少数区域 ○ ○

二
次
医
療
圏

福 島 県

医療圏

第５章 医師確保の方針 
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第５章 医師確保の方針 

 1 

資料：医師偏在指標（厚生労働省） 2 

将来の医師偏在指標（2036年）に係るデータ集（厚生労働省） 3 

 4 

２ 本県の医師確保の方針 5 

  本編「第２章 第７次医師確保計画の評価」、「第３章 本県の現状と課題」において掲6 

載しているとおり、本県の医師数は着実に増加していますが、第７次医師確保計画におけ7 

る令和５年の目標医師数の確保には至らない見込みであり、全国的に見ても令和２年の8 

時点で医師少数県に区分されています。 9 

  県民の安全・安心の確保や健康維持・増進を図るためには、本県及び二次医療圏におい10 

て医師少数県を脱却し、更なる確保に取り組むことが必要であり、また、限られた医療資11 

源の中で地域医療の維持のためには、医師の地域偏在や診療科偏在の改善を図る必要が12 

あります。 13 

また、本県医師の年齢構成からは、５０歳代から７０歳代の医師が増加傾向にあり、３14 

０歳代、４０歳代の医師が減少傾向にあるなど医師の高齢化も顕著となっています。 15 

そのため、引き続き、本県で従事する研修医などの若手医師を確保する施策に取り組む16 

とともに、増加傾向にある２０歳代の医師を含めた県内医師の定着や県外からの移住・定17 

住などの取り組みにより、本計画策定時点の３０歳代、４０歳代の医師の確保にも取り組18 

みます。 19 

なお、医療現場での経験が豊富な５０歳代以上の医師も貴重な人材であり、若手医師へ20 

の指導、医療機関や地域の中心的な役割を担ってもらうための支援も必要となります。 21 

このようなことから、県内における修学資金貸与制度による医師の養成や臨床研修医、22 

専門研修医が本県での研修に魅力を感じる施策・支援の実施のほか、医師多数県など県外23 

からの医師の招へいや移住・定住を促す取り組みなどを融合させながら、本県（地域医療24 

支援センターを含む）と県立医大と連携しながら県内の医師確保と医師のキャリア形成25 

支援などに一体的に取り組み、県全体での施策による医師の確保と地域の実情に応じた26 

適切な医師の配置や派遣を通じ、医師の地域偏在の解消に努め、医師少数県や医師少数区27 

域からの脱却を目指すこととします。 28 

そのため、短期的・長期的いずれの医師確保の方針についても、既存の医師確保対策の29 

見直しをしていくとともに更なる強化等に取り組みます。 30 

また、本県特有の課題である原子力災害等による患者及び医療従事者の流出入や、医31 

療圏ごとの医療資源の偏在への対応を考慮し、医師の確保及び偏在対策を行ないます。 32 

診療科ごとの医師確保については、産科・小児科については、厚生労働省が示す「医師33 

確保計画策定ガイドライン」に基づき確保計画を策定することとしていますが、産科・小34 

児科以外にも、救急医療提供体制の確保のための救急科医、麻酔科医や医療資源の限られ35 

た地域などにおいて特に求められている総合診療科医などの確保に取り組みます。 36 
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第５章 医師確保の方針 

また、前述した診療科以外の内科系・外科系・整形外科などの診療科についても、今後1 

の診療科の偏在の動向等に留意しながら、県内の医師確保対策を一層推進するための組2 

織である「地域医療支援センター」において、県立医大と連携しながら、本県の診療科の3 

現状について、県内外の医学部生への情報発信による将来の診療科選択に対する意識の4 

涵養や県外からの医師の招へいなど必要な取り組みを行い医師の確保を図ってまいりま5 

す。 6 

また、令和６（２０２４）年４月より開始される医師に対する時間外・休日労働時間の7 

上限制限を踏まえ、医師の働き方改革に関する各医療機関の取組を支援するとともに、地8 

域医療構想や医師確保の取組の一体的な推進を目指すこととします。 9 

第８次（前期）医師確保計画終了時点の本県が目指す位置づけや方針は図表５－１－２、10 

表５－１－３のとおりです。 11 

 12 

図表５－１－２ 第８次（前期）医師確保計画終了時点の本県が目指す位置づけ 13 

 14 

 15 

 16 

○計画開始時点 17 

1 位                                           47 位 18 

 19 

 20 

 21 

○計画終了時点 22 

1 位                                           47 位 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

表５－１－３ 本県及び二次医療圏の医師確保の方針 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

医師多数県 医師多数でも少数

でもない県 

医師少数県 

福島県 

42 位 

上位 1/3 下位 1/3 

下位 1/3脱却以上を目指す 
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第５章 医師確保の方針 

 1 

（１）本県の医師確保の方針 2 

   本県は医師少数県であることから、医師少数県を脱却し、更に必要な医師の確保に努3 

めます。 4 

 5 

（２）本県の二次医療圏の医師確保の方針 6 

医師多数区域である医療圏は、他の医療圏の医療機関に対して医師の派遣を行うた7 

めに一定の医師数が必要となることから、必要な医師の確保を行うこととします。 8 

医師多数でも少数でもない区域である医療圏は、県として医師少数県を脱却し、更9 

に必要な医師の確保を行うこととします。 10 

医師少数区域である医療圏は、医師少数区域を脱するために必要となる医師を確保11 

するのに加え、県として医師少数県ではない水準を脱却し、更に必要な医師の確保を12 

行うこととします。 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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第５章 医師確保の方針 

第2節 確保すべき医師数 

１ 目標医師数 1 

医師の確保の方針を基に、本県及び各二次医療圏において、本計画終了時点（令和８2 

年（２０２６年））に必要となる医師数を「目標医師数」とし、目標に達するために確3 

保すべき医師数を設定します。 4 

 5 

表５－２－１ 本県及び二次医療圏の目標医師数と確保すべき医師数 6 

 7 

２ 目標医師数の考え方 8 

  表５－２－１における目標医師数（G）の基準となる標準化医師数（A）とは、各医9 

療圏における実際の医師数を性年齢階級別ごとに労働時間を勘案し調整を行ったものと10 

なります。 11 

本県が、全国の都道府県の下位１／３の基準を脱するために必要となる医師数は 12 

４，２３８名（３５９名不足）となっていますが、すべての二次医療圏で下位１／３の13 

基準を脱するために確保すべき医師数の合計は、７６名となっており、県の必要数と合14 

致していません。 15 

したがって二次医療圏で目標医師数の確保を達成した場合においても、県全体では２16 

８３名の医師が不足したままとなります。 17 

これは、図表５－２－２に示すとおり、都道府県よりも二次医療圏の方が下位１／３18 

の基準となる医師数が低いためです。 19 

 20 

 21 

 22 

A B C=B-A D=①-② E G=A+C+E G-A

福島県 3,879 4,238 359 283 4,238 359

県北 1,351 855 - 70 1,421 70

県中 1,059 927 - 78 1,137 78

県南 222 228 6 21 249 27

会津・南会津 504 529 25 40 569 65

相双 177 195 18 26 221 44

いわき 566 593 27 48 641 75

二次医療圏計 3,879 3,327 76 283 4,238 359

目標医師数
(R8)

目標達成に必
要な医師数

標準化医師数
(R2)

下位1/3に達す
る医師数
(R8)

下位1/3に達す
るために確保
すべき医師数

県全体が1/3に
達するために
確保すべき残
りの医師数

県全体が1/3を達成
するために必要な
二次医療圏ごとの

医師数
(推計人口按分)

①

②
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図表５－２－２ 都道府県と二次医療圏の医師偏在指標グラフ 1 

 2 

この二次医療圏の目標医師数について、国のガイドラインでは、都道府県において二3 

次医療圏の目標医師数の合計が県の目標医師数を超えないよう設定できることとなって4 

います。 5 

このため、本県では各二次医療圏の目標医師数の合計が県の目標医師数と合致するよ6 

う調整を行います。 7 

具体的な配分については、まず医師少数区域に下位１／３の基準に達するために確保8 

が必要な医師数を優先的に配分します。 9 

県北・県中医療圏でも現状で十分と捉えるのではなく、一定数の医師の確保が必要なこ10 

とから、残りの医師数を２０２６年の各二次医療圏の推計人口で按分します。 11 

各二次医療圏の目標医師数は、各地域の県民が健康で安心して暮らせるよう、すべての12 
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二次医療圏の医師偏在指標の順位が全国の下位１／３より更に上位になるように定め、1 

県全体で医師の確保を図ります。 2 

また、第８次医療計画（第１２章）に掲載している各医療圏の重点的な取組などを踏ま3 

えながら、各二次医療圏の実情に応じた医師の確保に取り組みます。 4 

 5 

（１）県全体 6 

厚生労働省により算出された県全体の目標医師数は、４，２３８人で、令和２（２０7 

２０）年を基準として、本計画期間終了時点（令和８（２０２６）年）において、医師8 

少数県を脱する（下位１／３に達する）３５９人の医師の確保に取り組みます。 9 

なお、目標医師数は医師少数県を脱するための目標数であり、それで十分と捉えるの10 

ではなく、更なる医師の確保を目指します。 11 

 12 

（２）二次医療圏 13 

 ア 県北医療圏 14 

表５－２－３ 県立医大を除く県北医療圏の医師数の考え方 15 

               （単位：人） 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

    24 

  25 

 26 

 27 

県北医療圏全体の人口１０万人あたりの医師数は全国平均を上回り医師多数区域に位28 

置付けされていますが、一方、参考に県北医療圏の医師数を県立医大と医大以外に分ける29 

と表５－２－３のように分けてみることができます。 30 

県北医療圏は福島県立医科大学とその他の医療機関が一体となって支えているので、 31 

一概に人口 10 万人あたりの医師数を他の二次医療圏と同じレベルで比較できるもので32 

はありませんが、少なくとも県北医療圏が医師多数区域という状況ではないと考えられ33 

ます。 34 

これらのことから、医師多数区域に位置づけられている県北医療圏についても、一定数35 

の医師の確保が必要であり、県の目標数と一致するよう調整を加えた１，４２１名を目標36 

医療施設
従事医師数

人口10万人対
医師数

323,822 256.7

3,892 212.3

1,363 292.6

医 大 561 120.4

医大以外 802 172.1

1,066 205.2

219 157.8

498 194.2

171 143.0

575 172.7

※いわき医療圏はいわき市の調整後の数値。

医療圏

全　　国

福島県

二

次

医

療

圏

県 北

県 中

県 南

会津・南会津

相 双

い わ き
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医師数とします。 1 

 2 

 イ 県中医療圏 3 

医師多数でも少数でもない区域のため、現在の標準化医師数に、県の目標数と一致す4 

るよう調整を加えた医師数１，１３７名を目標医師数とします。 5 

 6 

 ウ 県南医療圏 7 

医師少数区域のため、計画期間終了後に、全国の下位１／３の基準を脱するために必8 

要となる医師数に、県の目標数と一致するよう調整を加えた医師数２４９名を目標医9 

師数とします。 10 

 11 

 エ 会津・南会津医療圏 12 

医師少数区域のため、計画期間終了後に、全国の下位１／３の基準を脱するために必13 

要となる医師数に、県の目標数と一致するよう調整を加えた医師数５６９名を目標医14 

師数とします。 15 

 16 

 オ 相双医療圏 17 

医師少数区域のため、計画期間終了後に、全国の下位１／３の基準を脱するために必18 

要となる医師数に、県の目標数と一致するよう調整を加えた医師数２２１名を目標医19 

師数とします。 20 

なお、原子力災害等からの復興により住民の帰還が進むなど、医療需要の増加を踏21 

まえ、医師の更なる確保に努めます。 22 

 23 

 カ いわき医療圏 24 

医師少数区域のため、計画期間終了後に、全国の下位１／３の基準を脱するために必25 

要となる医師数に、県の目標数と一致するよう調整を加えた医師数６４１名を目標医26 

師数とします。 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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３ 目標医師数の確保の見込み 1 

  図表５－２－４ 本計画による目標医師数確保の見込み 2 

                     （単位：人） 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

図表５－２－４のとおり、令和５（２０２３）年までの既存事業（修学資金の貸与、県17 

外からの医師招へい、研修医の確保等）の継続により３１３名の増加（県内からの流出や18 

退職等も考慮後）を見込んでいるほか、既存事業の見直しや新たな事業を実施することに19 

より、令和８（２０２６）年までに更に４６名の医師の増加を見込んでいます。 20 

 21 

４ 必要医師数 22 

  厚生労働省から、医師のマクロ需給推計に基づき、将来時点（令和１８（２０３６）23 

年）に必要となる「必要医師数」が示されました。 24 

必要医師数は、将来時点において、全国の医師数が全国の医師需要に一致する場合の25 

医師偏在指標の値（全国値）と、都道府県及び各医療圏における将来時点の医師偏在指26 

標が一致するために必要となる医師数です。 27 

必要医師数は、全国の医師需給が一致する場合の医師偏在指標に本県の医師偏在指標28 

が一致するよう機械的に算出される値であり、本県が目指す将来時点の医師数とは異な29 

ります。 30 

また、今後の医療需要の変動等や医師の働き方改革の動向、全国の医師偏在の解消状況31 

などについて不確定な部分は大きいですが、県北医療圏以外は将来時点医師数が必要医32 

師数を下回るため、将来に向けても更なる医師の確保が必要であることから、県全域で長33 

期的な医師の養成を続ける必要があります。 34 

なお、本県のみの特徴として、医療圏ごとの将来の人口推計が算定されていないため、35 

すべての二次医療圏で同じ人口推移の率を使用して需要推計を算出しています。 36 
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表５－２－５ 本県及び二次医療圏の必要医師数 1 

                       （単位：人） 2 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




